広場等使用料
	
	使用料の額

	広場等
（附属設備を除く）
	午前9時から正午まで
	1,910円

	
	午後1時から午後5時まで
	2,550円

	
	午後6時から午後9時まで
	1,910円

	
	午前9時から午後5時まで
	5,110円

	
	午後1時から午後9時まで
	4,470円

	
	午前9時から午後9時まで
	7,670円

	
	超過時間料金
	640円


· 入場料を徴収する場合（営利目的）は、使用料を請求いたします。
有料附属設備使用料
	種　別
	使　用　料

	電源及び点灯設備
	1時間につき　200円

	加算設備
	拡声装置一式
	1回につき　1,000円


1 電源及び点灯設備とは、施設内の電源系統の接続及び照明の点灯をいう。
2 有料附属設備を使用できる時間は、午前9時から午後9時までとする。
